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(57)【要約】
　本発明は、半導体製造の技術分野に関する。半導体装
置の製造方法を開示する。本発明は、ＬＤＭＯＳドリフ
ト領域における酸化層の端のシリコンが簡単に露光され
、ＬＤＭＯＳ装置の絶縁破壊を引き起こす問題を解決す
る。半導体装置の製造方法は、ＬＤＭＯＳ領域およびＣ
ＭＯＳ領域を含む半導体基板を用意するステップと、前
記半導体基板上に犠牲酸化層を形成するステップと、前
記犠牲酸化層を除去するステップと、前記犠牲酸化によ
り処理された前記半導体基板上にマスク層を形成するス
テップと、前記マスク層をマスクとして用いてＬＳＭＯ
Ｓドリフト領域を形成し、前記ドリフト領域上にドリフ
ト領域酸化膜を形成するステップと、マスク層を除去す
るステップと、を含む。本発明はＢＣＤ処理のような処
理にも適用できる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＤＭＯＳ領域およびＣＭＯＳ領域を含む半導体基板を用意するステップと、
　前記半導体基板上に犠牲酸化層を形成するステップと、
　前記犠牲酸化層を除去するステップと、
　犠牲酸化により処理された前記半導体基板上にマスク層を形成するステップと、
　前記マスク層をマスクとして用いてＬＳＭＯＳドリフト領域を形成し、前記ドリフト領
域上にドリフト領域酸化膜を形成するステップと、
　前記マスク層を除去するステップと、
　を含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記犠牲酸化層を除去した後に、犠牲酸化により処理された半導体基板上にゲート酸化
物およびＣＭＯＳのゲートを形成するステップをさらに含む請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記マスク層は、２５０から４００オングストロームの厚みを有する請求項１に記載の
製造方法。
【請求項４】
　前記マスク層は、マスク窒化ケイ素層およびマスク酸化層を含み、前記マスク窒化ケイ
素層が前記マスク酸化層上に位置する請求項１に記載の製造方法。
【請求項５】
　前記マスク窒化ケイ素層は、２００から３５０オングストロームの厚みを有し、前記マ
スク酸化層は、５０から１００オングストロームの厚みを有する請求項４に記載の製造方
法。
【請求項６】
　前記マスク窒化ケイ素層は、６００から８００度の温度で、熱酸化物成長により形成さ
れる請求項４に記載の製造方法。
【請求項７】
　前記マスク酸化層は、８００から１０００度の温度で、熱酸化物成長により形成される
請求項４に記載の製造方法。
【請求項８】
　前記犠牲酸化層を除去する厚みは、前記犠牲酸化層を形成する厚みよりも大きい請求項
１に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記犠牲酸化層を形成する厚みは２００から４００オングストロームであり、前記犠牲
酸化層を除去する厚みは３００から６００オングストロームである請求項８に記載の製造
方法。
【請求項１０】
　前記ドリフト領域酸化膜は、５００から１０００オングストロームの厚みを有する請求
項１に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の開示は、半導体製造に関し、特に、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路の継続的な開発に伴い、空間を節約するために、同じチップに同時に様々な装
置が製作されている。たとえば、ＢＣＤ（バイポーラ－ＣＭＯＳ－ＤＭＯＳ）処理では、
高電圧（ＨＶ）の横方向拡散金属酸化膜半導体（ＬＤＭＯＳ）および低電圧（ＬＶ）のＣ
ＭＯＳ装置が同じチップ上に統合される。図１を参照すると、半導体基板１００は、フィ
ールド酸化膜１１４によって分離された、ＬＤＭＯＳ１１０およびＣＭＯＳ１２０を含む
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。ＬＤＭＯＳ１１０は、ソース領域およびドレイン領域の間に、低ドーピングドリフト領
域を有する。低ドーピングドリフト領域は、その高いインピーダンスにより、高い電圧に
耐えられる。図１に示すように、ＬＤＭＯＳのゲート１１２は、フィールドプレートとみ
なされるドリフト領域のドリフト領域酸化層１１３上に伸延する。
【０００３】
　ＬＶＣＭＯＳは、厚さ１００から２００オングストロームというとても薄いゲート酸化
物を採用し、ゲート酸化物の品質は、基板表面の品質を決定する。高品質のゲート酸化物
を露光するためには、ゲート酸化物を成長させる前に、基板表面を酸化させ、エッチング
により酸化被膜を除去する必要があるので、この処理は、犠牲酸化プロセスとしても知ら
れている。典型的に、犠牲酸化層を完全に確実に除去するために、酸化膜のエッチング損
失が犠牲酸化層の成長よりも大きい。
【０００４】
　従来技術による半導体装置の製造方法を図２および図３に示す。
【０００５】
　ステップＳ３０１では、ＬＤＭＯＳ領域およびＣＭＯＳ領域を含む半導体基板２００が
提供される。
【０００６】
　ステップＳ３０２では、半導体基板上にマスク層２０１を形成する。
【０００７】
　ステップＳ３０３では、マスク層２０１をマスクとして用い、ＬＤＭＯＳドリフト領域
２０２を形成し、ドリフト領域２０２上にドリフト領域酸化膜２０３を形成する。
【０００８】
　ステップＳ３０４では、マスク層２０１を除去する。
【０００９】
　ステップＳ３０５では、犠牲酸化層２０４を半導体基板上に形成する。
【００１０】
　ステップＳ３０６では、犠牲酸化層を除去する。
【００１１】
　ステップＳ３０７では、犠牲酸化により処理された半導体基板２００上にＣＭＯＳのゲ
ート酸化物２１１およびゲート２１０を形成する。それから、拡散、フォトリソグラフィ
ー、エッチング等の後続の生成処理が実行される。
【００１２】
　図２および図３を参照して、ドリフト領域酸化膜の形成ステップの後に犠牲酸化のステ
ップが構成されるので、犠牲酸化層のエッチングプロセスの間に、ＨＶ　ＬＤＭＯＳのド
リフト領域酸化膜もエッチングされる。図４および図２Ｇに示される角（コーナー）領域
２２１では、ドリフト領域酸化膜の端（エッジ）が損傷を受けやすい。加えて、図２Ｆに
おいて点線で示される領域は、ドリフト領域酸化膜２０３としてエッチングされる。角部
は、ドリフト領域酸化膜の端において、ゲート酸化物を形成する処理の間ある程度は酸化
されるものの、その酸化膜の角は薄すぎて、ドリフト領域に亘る高電場によるＬＤＭＯＳ
装置の絶縁破壊を引き起こしうる。
【００１３】
　従来技術の一つの解法は、絶縁破壊電圧を高めるためにドリフト領域を長く形成するこ
とである。
【００１４】
　ＬＤＭＯＳ装置は、何百ものＬＳＭＯＳユニットから構成される単一の構造ユニットで
あり、構成されるユニット数が多い程、ＬＤＭＯＳ装置が有する駆動能力が高くなる。ド
リフト領域の長さの増加は、ＬＤＭＯＳユニットチップの占有面積の増大にもなり、ユニ
ットの数が低減されると、同じ面積でのＬＤＭＯＳ装置の駆動能力の低減となる。
【００１５】
　さらに、オン抵抗（ｏｎ－ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）は、ドレインからソースへの作動装
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置の抵抗であり、オン抵抗が小さい場合、高い出力電流が得られ、装置は良いスイッチン
グ特性が提供され、より高い駆動能力を発揮する。しかし、ドリフト領域の長さの増加は
、オン抵抗の増大にもつながり、結果として、ＬＤＭＯＳ装置の駆動能力の低下にもつな
がる。
【００１６】
　したがって、絶縁破壊を改善するためのドリフト領域の長さの増加は、オン抵抗および
チップ面積の増大となるので、ＬＤＭＯＳ装置の駆動能力を低減してしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ＬＳＭＯＳ装置の製造を実行する場合、従来技術においては、少なくとも以下の問題が
ある。
【００１８】
　ＬＤＭＯＳドリフト領域内の酸化膜の端のシリコンは、簡単に露光され、その接合端上
の漏出をもたらし、ＬＤＭＯＳ装置の絶縁破壊を引き起こしてしまう。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　従来技術の欠点を克服するために、本発明は、ＬＤＭＯＳドリフト領域中の酸化膜の端
部上のシリコンが簡単に露光されＬＤＭＯＳ装置の絶縁破壊を引き起こすという問題を解
決し、それによって、ＬＤＭＯＳ装置の駆動能力を担保しつつＬＤＭＯＳの絶縁破壊電圧
を改善する半導体装置の製造方法を提供する。
【００２０】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の技術的解決手段を適用する。
【００２１】
　半導体装置の製造方法は、
　ＬＤＭＯＳ領域およびＣＭＯＳ領域を含む半導体基板を用意するステップと、
　前記半導体基板上に犠牲酸化層を形成するステップと、
　前記犠牲酸化層を除去するステップと、
　前記犠牲酸化により処理された前記半導体基板上にマスク層を形成するステップと、
　マスク層をマスクとして用いてＬＳＭＯＳドリフト領域を形成するステップと、前記ド
リフト領域上にドリフト領域酸化膜を形成するステップと、
　マスク層を除去するステップと、を含む。
【００２２】
　半導体装置の製造方法は、好ましくは、犠牲酸化層を除去した後に、さらに、犠牲酸化
により処理された半導体基板上にＣＭＯＳのゲート酸化物およびゲートを形成するステッ
プを含む。
【００２３】
　好ましくは、マスク層は、２５０から４００オングストロームの厚みを有する。
【００２４】
　好ましくは、マスク層は、マスク窒化ケイ素層およびマスク酸化層を含み、前記マスク
窒化ケイ素層が前記マスク酸化層上に位置する。
【００２５】
　好ましくは、前記マスク窒化ケイ素層は、２００から３５０オングストロームの厚みを
有し、前記マスク酸化層は、５０から１００オングストロームの厚みを有する。
【００２６】
　好ましくは、前記マスク窒化ケイ素層は、６００から８００度の温度で、熱酸化物成長
により形成される。
【００２７】
　好ましくは、前記マスク酸化層は、８００から１０００度の温度で、熱酸化物成長によ
り形成される。
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【００２８】
　好ましくは、前記犠牲酸化層を除去する厚みは、前記犠牲酸化層を形成する厚みよりも
大きい。
【００２９】
　好ましくは、前記犠牲酸化層を形成する厚みは２００から４００オングストロームであ
り、前記犠牲酸化層を除去する厚みは３００から６００オングストロームである。
【００３０】
　好ましくは、前記ドリフト領域酸化膜は、５００から１０００オングストロームの厚み
を有する。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明に係る半導体装置を製造する方法は、ＨＶ　ＬＤＭＯＳドリフト領域における酸
化層の端のシリコンが簡単に露光され、接合端上の漏出を引き起し、ＬＤＭＯＳ装置の絶
縁破壊が起こってしまうという問題を解決する。加えて、より薄いドリフト領域酸化層を
形成するためにより薄いマスク層を用いることによって、製造コストを低減する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】一つのチップ上に統合されるＬＤＭＯＳおよびＣＭＯＳを示す概略図である。
【図２Ａ】従来技術における半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図２Ｂ】従来技術における半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図２Ｃ】従来技術における半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図２Ｄ】従来技術における半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図２Ｅ】従来技術における半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図２Ｆ】従来技術における半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図２Ｇ】従来技術における半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図３】従来技術における半導体装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図４】従来技術のドリフト領域酸化層の破損した角を示す拡大写真である。
【図５Ａ】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図５Ｂ】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図５Ｃ】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図５Ｄ】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図５Ｅ】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図５Ｆ】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図５Ｇ】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造工程を示す概略断面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態に係るドリフト領域酸化層の破損した角を示す拡大写真である
。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図面を参照して、詳細に、携帯電話のための本バックアップ電源の実施形態を説明する
。本開示において、「ある」や「一つの」実施形態と言及される場合、必ずしも同じ実施
形態を示しているのではなく、少なくとも一つの実施形態を示す。
【００３４】
　図中の構成は、必ずしも大きさ通りである必要はなく、本開示の原理を明確に説明する
ために、強調されて示される。さらに、図中、全体を通じて、対応する部分には同様の参
照番号を付している。
【００３５】
　明細書や特許請求の範囲において、文脈から明らかな場合を除いて、「含む」のような
文言は、排他的または徹底的とは反対の包括的な意味として解釈される。つまり、「含む
」は、「だけを含む」という限定的な意味ではない。単数または複数形を用いる場合でも
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、それらは、複数または単数の意味も含む。また、「ここで」、「上記」、「下記」のよ
うな言葉は、本出願に使用される場合、本出願の全体として言及され、本出願の一部だけ
を言及するものではない。特許請求の範囲において、二つ以上の項目のリストにおいて「
または」が用いられる場合、リストの各項目、全項目および項目の組み合わせの全ての意
味として解釈される。
【００３６】
　図５および図６を参照して、半導体装置を製造する方法の実施形態が提供される。半導
体装置を製造する方法は、次のステップを含む。
【００３７】
　ステップＳ６０１では、ＬＤＭＯＳ領域およびＣＭＯＳ領域を有する半導体基板５００
が提供される。
【００３８】
　ステップＳ６０２では、半導体基板５００上に、犠牲酸化層５０１が形成される。
【００３９】
　たとえば、下部チップ構造の製造が完成した後、犠牲酸化層５０１が煙管内において８
００℃から１０００℃でシリコン基板上に成長され、犠牲酸化層５０１の厚みは、２００
から４００オングストロームである。
【００４０】
　ステップＳ６０３では、犠牲酸化層５０１が除去される。
【００４１】
　たとえば、犠牲酸化層５０１は、湿式エッチングにより除去される。湿式エッチングの
厚みは、３００から６００オングストロームである。
【００４２】
　ステップＳ６０４では、犠牲酸化により処理された半導体基板５００上にマスク層を形
成する。
【００４３】
　たとえば、マスク層は、マスク酸化（ＰＡＤ　ＯＸ）層５０２、マスク窒化ケイ素（Ｐ
ＡＤ　ＳＩＮ）層５０３を含み、マスク窒化ケイ素層５０３は、マスク酸化層５０２上に
位置する。ＰＡＤ　ＯＸ５０２は、煙管内において８００℃から１０００℃で、５０から
１００オングストロームの厚みに成長される。ＰＡＤ　ＳＩＮ５０３は、煙管内において
６００℃から８０℃で、２００から３５０オングストロームの厚みに成長される。
【００４４】
　ステップＳ６０５では、マスク層をマスクとして使用して、ＬＤＭＯＳドリフト領域が
形成され、ドリフト領域５０４上にドリフト領域酸化層５０５が形成される。
【００４５】
　たとえば、ＬＤＭＯＳドリフト領域５０４は、フォトリソグラフィーおよび露光によっ
て定義され、ＬＤＭＯＳドリフト領域５０４がＰＡＤ　ＯＸ５０２およびＰＡＤ　ＳＩＮ
５０３のエッチングによって露光される。それから、２００から３００ＫｅＶの不純物ボ
ロンおよび２０から３０ＫｅＶの不純物リンが、ドリフト領域の不純物濃度を調整するた
めに満たされ、リンがエッチングによって除去される。ドリフト領域酸化（ＯＸ）層５０
５は、煙管内において８００℃から１０００℃で、５００から１０００オングストローム
の厚みに熱酸化成長される。
【００４６】
　ステップＳ６０６では、マスク層が除去される。
【００４７】
　たとえば、ＰＡＤ　ＯＸ５０２およびＰＡＤ　ＳＩＮ５０３はエッチングにより除去さ
れる。
【００４８】
　ステップＳ６０７では、ゲート酸化物５１１およびＣＭＯＳのゲート５１０が、犠牲酸
化により処理された半導体基板５００上に形成される。
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【００４９】
　たとえば、ＬＶ　ＣＭＯＳゲート酸化物（ＧＯＸ）５１１は、煙管内において８００℃
から１０００℃で、１００から２００オングストロームの厚みに熱酸化成長される。それ
から、分散、フォトリソグラフィー、エッチングおよび薄膜処理によって、後続の処理が
実行される。
【００５０】
　犠牲酸化のステップがＬＤＭＯＳドリフト領域の形成のステップの前に構成されるので
、図５Ｇおよび図７に示すように、ドリフト領域酸化層の角部５２１は破損されない（ダ
メージを受けない）。
【００５１】
　従来技術では、ドリフト領域酸化層の厚みの一部が犠牲酸化の間にエッチングされたの
で、犠牲酸化理後のドリフト領域酸化層の厚みが５００から１０００オングストローム確
実に残るように、ドリフト領域酸化層の厚みは予め１５００から２５００オングストロー
ムに増加する必要があった。したがって、本発明は、ドリフト領域酸化層の厚みを低減で
き、それに伴いマスク層の厚みも低減できる。図２を参照すると、以前のマスク酸化層の
厚みは１００から３００オングストロームであり、以前のマスク窒化ケイ素層の厚みは１
００から２０００オングストロームであったので、本発明では製造コストを低減できる。
【００５２】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、ＨＶ　ＬＤＭＯＳドリフト領域における酸化層
の端のシリコンが簡単に露光され、接合端上の漏出を引き起し、ＬＤＭＯＳ装置の絶縁破
壊が起こってしまうという問題を解決する。加えて、より薄いドリフト領域酸化層を形成
するためにより薄いマスク層を用いることによって、製造コストを低減する。
【００５３】
　本実施形態は、ＢＣＤ処理のような処理にも適用できる。
【００５４】
　本発明は実施形態および本発明を実行するためのベストモードを参照して説明されたが
、本発明は、特許請求の範囲によって定義される発明の技術的思想から逸脱しない範囲で
、当業者によって、種々の変更や変形が可能である。
【符号の説明】
【００５５】
５００　半導体基板、
５０１　犠牲酸化層、
５０２　マスク酸化層、
５０３　マスク窒化ケイ素層、
５０４　ドリフト領域、
５１０　ゲート、
５１１　ゲート酸化物、
５２１　角部。
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【図５Ｇ】
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【国際調査報告】



(20) JP 2015-506578 A 2015.3.2

10

20

30

40



(21) JP 2015-506578 A 2015.3.2

10

20

30

40



(22) JP 2015-506578 A 2015.3.2

10

20

30

40



(23) JP 2015-506578 A 2015.3.2

10

20

30

40



(24) JP 2015-506578 A 2015.3.2

10

20

30

40



(25) JP 2015-506578 A 2015.3.2

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(72)発明者  陳　正　培
            中華人民共和国，２１４０２８，江蘇省無錫市国家高新技術産業開発区新洲路８号
(72)発明者  章　舒
            中華人民共和国，２１４０２８，江蘇省無錫市国家高新技術産業開発区新洲路８号
(72)発明者  何　延　強
            中華人民共和国，２１４０２８，江蘇省無錫市国家高新技術産業開発区新洲路８号
Ｆターム(参考) 5F048 AA05  AC01  AC03  AC06  BB03  BB16  BB20  BC05  BC18  BD04 
　　　　 　　        BD10  BE04  BG11 
　　　　 　　  5F140 AA19  AA30  AB01  AC01  AC21  BD18  BD19  BE07  BF44  BH14 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

